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令和５年５月に開催されました定期総会におきまして、会長に選任されました。引き続き栃木県

行政書士会の会長という重責を担わせていただくこととなりました。同じく改選により選任されま

した役員とともに、行政書士会の事業を行って参ります。

近年大きな変革の動きが出てきております。それは国のデジタル化への推進です。行政書士が多

く申請代理する書類につきましても電子申請が増えてきておりますので、今後大きな影響があると

考えます。当会では、研修会等の開催により会員には知識習得する場を提供したいと考えておりま

す。国や県の対応を注視し随時対応をしていきたいと考えております。

会務につきましてもデジタル化を検討する時期に来ていますが、デジタル化には良い面もあれば

悪い面もあると思いますので、内容や目的に応じて検討を重ねる必要があると考えております。デ

ジタル化にはシステム障害や情報流失の問題もあり、またシステムの改修やセキュリティ対策など

を考えると費用削減につながらないケースが多いようですから、何でもデジタル化を進めれば良い

とは限らないのが現状です。特に我々のような職業倫理を求められる団体では、人と人の関わり合

いなど重視すべき部分もあると思います。

行政書士会は行政書士法に定められた団体であり、行政書士として開業する場合は全員が所属し

なければなりません。そのため、一般の多くの団体とは性格や設立の目的が大きく異なります。行

政書士法では行政書士会は会員の品位保持、業務の改善進歩、会員の指導及び連絡を目的としてお

りますので、会として何をすべきか、何をすべきでないのか、何が出来るのか、出来ないのか、会

員の皆様のご意見も伺いながら役員で話し合い、慎重に進めていく必要があります。そして進めて

いくためには会員の皆様のご協力が必要になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

結びに、会員の皆様にはますますのご活躍を期待しております。
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令和５年８月３１日に日行連「倫理研修規則」が施行となり、全国の行政書士は、約３時間の一

般倫理研修を５年に１回受講し、修了することが義務となります。

研修会の受講方法

現在会員である皆さんは、今年度のうち（令和６年３月３１日まで）に修了

する必要がありますので、①、②のいずれかの方法で受講されますようお願い

いたします。

①各自、日行連中央研修所の研修サイトからビデオ・オン・デマンド（Ｖ・Ｏ・Ｄ）

方式で視聴をする。（インターネットによる視聴）

《注》サーバーの負荷を軽減させるため、分散受講期間が設けられています。

  栃木会会員がＶ・Ｏ・Ｄで受講できるのは、

  令和５年７月１９日（水）～７月２５日（火）または

  分散受講期間終了後（令和５年８月１６日（水）以降）です。

②Ｖ・Ｏ・Ｄ方式で視聴できない方は、栃木会が開催する集合形式での日行連

一般倫理研修会を受講する。

栃木会では、Ｖ・Ｏ・Ｄと同じ内容の集合形式の研修会を令和５年度に

複数回開催します。

最初の研修会は７月２７日（木）に開催します。

詳しくは、２３ページに掲載してありますので、ご確認のうえ、お申込み

ください。

気を付けて！

日行連「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則」第２２条の改正

規定により、令和５年８月３１日以降に職務上請求書の購入申込みをする際、

この一般倫理研修の修了証が必要になります。

職務上請求書の購入を予定されている方は、８月までに受講を済ませておく

必要があります。

当会の会員専用ホームページの「事務連絡」に、「一般倫理研修に関するＱ＆Ａ」や

「Ｖ・Ｏ・Ｄ操作で特にご注意いただきたいこと」を掲載しています。

ご確認のうえ、受講されることをお勧めします。

総務部

当

「Ｖ

ご

務部務務
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ＱＱ１．受講しないとどうなりますか？ 

Ａ．日行連「会則」６２条の２第３項に定められた義務ですので、未受講の方への通知や勧告

などを無視して受講しないままでいると処分の対象になります。

ＱＱ２．．先先日､､栃栃木会の倫理研修会に参加したのですが､､日日行連の研修も受講しないとダメですか？ 

Ａ．根拠の規則も内容も異なりますので、受講をお願いします。

ＱＱ３．日行連中央研修所の研修サイトを利用したことが無いのですが？ 

Ａ．日行連のトップページから、「中央研修所サイト研修サイト」のバナーをクリックしますと

ログインページが表示されます。そこに＜＜中央研修所研修サイト利用案内＞＞＜＜一般倫

理研修マニュアル＞＞が掲載されていますので、手順に沿って受講をお願いします。

ＱＱ４．研修の“受講”と“修了”は何が違うのですか？ 

Ａ．前出①のＶ・Ｏ・Ｄ方式で受講された場合、全て視聴された後で簡単なテスト（すべての

視聴を確認するためのキーワード入力）があり、テストに合格した方は修了証発行ボタンを

押すことで修了となります。テストに合格できなかった場合でも、何度でも視聴が可能です

ので修了できるまで受講してください。前出②の集合形式で受講された場合、テストはあり

ませんが、全科目を離席せずに受講した方にのみ修了証を発行します。

ＱＱ５．Ｖ・Ｏ・Ｄで分散受講期間が２回設定されていますが、どどちらも受受講しなければならない 

   ののですか？ 

Ａ．分散受講期間のいずれか、もしくは分散受講期間終了後に１回受講するだけで構いません。

ＱＱ６６．．中央研修所のＶ・Ｏ・Ｄは３３時間全部を一一度に視聴しなくてはならないのですか？ 

Ａ．何回かに分けて視聴されても問題ありません。分散受講期間においては栃木会会員の受講

期間内でお願いします。

ＱＱ７７．．ＶＶ・Ｏ・Ｄで受受講、修了した場合、どこかに報告をする必要はありますか？ 

Ａ．中央研修所の受講状況は日行連で把握していますので、日行連にも栃木会にも報告の必要

はありません。

ＱＱ８８．．受講状況を日行連や栃木会で把握しているのであれば（８月３１日以降）職務上請求書を 

購購入する際、修了証は無くてもデータで確認してもらえるのですか？ 
Ａ．修了データを栃木会で確認できるまでタイムラグがあること、日行連「職務上請求書の適

正な使用及び取扱いに関する規則」第２２条に職務上請求書購入申込みの際に“倫理研修を

修了したことを証する書類を添えて”と規定されていることから、修了証を印刷（コピー）

して添付する必要があります。

■Ｖ・Ｏ・Ｄの操作で特にご注意いただきたいこと

①① 視視聴完了後後に表表示されるメッセージはは、、必ず「ＯＫ」をククリッック 

ししてくください。。 

押押さないと視聴履歴が記録されず、最最後まで視聴したとしてもも  

視視聴率が１００％となりません。 

②② テテスト合格後後に表示される「「修了証発行」ボタンは必ずクリック 

ししてください。。押押さないと修了日が確定しません。 

③③ 途途中まで視聴し、ああとで続きを視聴する場合ににはは、「視聴中断」をを 

ククリックしてください。。 

 「「■（停止）」や「|||（（一時中断）」を押した場合は、あとから続 

ききを視聴することはできません。 

■日行連一般倫理研修に関するＱ＆Ａ
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　５月２６日（金）１３時より、ホテルニューイ

タヤ本館３階「天平の間」において、会員５９３

名の出席（本人出席１０１名、委任状４９２名）

のもと、令和５年度栃木県行政書士会定期総会が

開催された。

　開会に続きご逝去に対しての黙祷後、安野光宣

栃木県行政書士会長挨拶、福田富一栃木県知事挨

拶の後、栃木県行政書士会長表彰授与、感謝状授

与が行われ、来賓祝辞、祝電披露が行われた。

　その後、議長として、栃木支部副支部長綾部一

成会員、小山支部本橋俊一会員が指名され、議案

審議に入った。

　議案第１号　令和４年度事業報告並びに同決算

　　　　　　　について

　（１）令和４年度事業報告について

　（２）令和４年度決算報告について

　議案第２号　令和５年度事業計画及び同予算に

　　　　　　　ついて

　（１）令和５年度事業計画について

　（２）令和５年度予算について

　議案第３号　役員の選任について

　議案第４号　綱紀委員の選任について　

　議案第５号　日本行政書士会連合会定時総会に

　　　　　　　関する事項について

　（１）日本行政書士会連合会定時総会に向けて

　　　の要望について

　（２）代議員の選任について

　上記各議案については、いずれも原案通り可決

承認された。

　なお、議案第３号にて承認された理事は、会長

の互選、ブロック毎の副会長の互選を行い、互選

結果を議場に諮り、可決承認された。

　会　長　宇都宮支部　安野光宣会員（再任）

　副会長　宇都宮支部　手塚理恵会員（再任）

　副会長　足　利支部　吉沢文雄会員（新任）

　副会長　栃　木支部　毛塚勝行会員（再任）

　副会長　小　山支部　大橋勝典会員（新任）

　副会長　那　須支部　豊田近弘会員（再任）

　また、会長挨拶の後、会則第３３条の２第２項

の規定により宇都宮支部福田富一会員を名誉会長

に委嘱したいとの動議が出され、賛成多数により

可決承認された。

　　　　　　　　　　　（広報部　小太刀庸恭）

令和５年度栃木県行政書士会定期総会開催

栃木県知事　福田富一様栃木県知事　福田富一様 ご来賓の皆様ご来賓の皆様

新正副会長（左から安野会長、手塚副会長、毛塚副会長、豊田副会長、吉沢副会長、大橋副会長）新正副会長（左から安野会長、手塚副会長、毛塚副会長、豊田副会長、吉沢副会長、大橋副会長）

議長団議長団栃木県知事　福田富一様 ご来賓の皆様

新正副会長（左から安野会長、手塚副会長、毛塚副会長、豊田副会長、吉沢副会長、大橋副会長）

議長団
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　４月２２日（土）午前１０時より午前１１時

３０分まで、高根沢町「道の駅たかねざわ　元気

あっぷむら」中研修室において、令和５年度塩那

支部定時総会が開催されました。県行政書士会か

らは豊田副会長をお招きして、支部長をはじめ、

役員１５名が出席しました。

　議長は、支部長により進められ、令和４年度の

事業報告や収支決算書について了承されました。

　事業報告では、コロナ禍ではありましたが、さ

くら市と塩谷町の２カ所で行政とタイアップした

無料相談会の実施により多くの住民の方々に行政

書士会の社会貢献をアピールできたこと、支部研

修旅行ついての取り組み、支部研修会での成果な

どについて報告されました。続いて、令和５年度

事業計画案、収支予算案についても原案通り決定

されました。今年度は、役員改選期で、４名の理

事の交代がありました。全ての議事が終了後に、

新役員の方々から多くの会員参加が望めるような

行事内容などの意見が出され、新体制での新たな

視点での取り組みが期待できるような総会となり

ました。

　　　　　　　　　　　（塩那支部　石下辰博）

【塩　那】

塩那塩那塩那那塩那塩那塩那支部支部支部部支部支部支部支部支部支部部支部支 定定時定時定時定時時定時定時時定時総会総会総会総会総会総会総会総会総総総 開催開催開催開催開催開催開催開催開開開催塩那支部定時総会開催

関比佐江会員 黄綬褒章 受章

令和５年春の褒章において、小山支部の関比佐江会員が黄綬褒章を受章され、５月１５日、

皇居宮殿「豊明殿」において拝謁されました。

黄綬褒章は、業務に精励し他の模範となるような技術や事績を有する方に授与されるものです。

このたびの受章は会にとりましても誠に喜ばしいことであり、心よりお祝い申し上げます。

［関比佐江氏 経歴］

  昭和５３年１２月   

栃木県行政書士会 入会

平成１７年５月～平成２３年５月

栃木県行政書士会 理事

平成２７年５月～平成２９年５月

栃木県行政書士会 理事

平成２９年５月～令和 ５年５月

栃木県行政書士会 副会長

令和 ５年５月～現在   

栃木県行政書士会 理事
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　令和５年度栃木支部定期総会が、４月２８日

（金）午後４時より、ホテルサンルート栃木にお

いて開催されました。

　支部会員総数　　８７名

　出席会員数　　　６６名

　（本人出席数２２名、委任状出席数４４名）

　上記のとおり会員の出席があり、支部規則第１

３条により本総会は有効に成立することが確認さ

れ、定刻、山ノ井会員司会のもと、綾部副支部長

の開会のことばにより総会が開催されました。

　司会者一任により議長は鈴木直哉会員が選任さ

れ、次第に従い行った後、議案審議に入りました。

　第１号議案　令和４年度事業報告

　第２号議案　令和４年度決算報告及び監査報告

　第３号議案　令和５年度事業計画（案）

　第４号議案　令和５年度予算（案）

　第５号議案  役員改選について

　上記のすべての議案につき原案通り承認された

ことを報告申し上げます。

　総会後に続いて懇親会が行われました。２１名

の参加がありました。金子会員の名司会もあり、

大変楽しい懇親会となりました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

【栃　木】

栃木栃木栃木木栃木栃木栃木支部支部支部部支部支部支部支部支部部支部支部支 定定期定期定期定期期定期定期定期期総会総会総会総会総会会総会総総総総 開催開催開催開催開催開催開催開開栃木支部定期総会開催

　４月３０日（日）宇都宮城址公園にて開催され

た「フェスタｍｙ宇都宮２０２３」に宇都宮支部

として無料相談ブースを設け、参加させていただ

きました。

　大型連休の前半に開催されたこのイベントには、

強い雨の降る天気にも関わらず多くの方が足を運

んでおり開放的なイベントを楽しまれていました。

また、栃木行政書士会宇都宮支部の各種グッズや

パンフレットを多くの方に手にしていただき、満

足のいく広報活動が出来たと感じました。

宇都宮支部では今年度もこのようなイベントにお

ける広報活動、

無料相談会を設

けていきますの

で、市民の皆様

のお越しをお待

ちしております。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

　５月１１日（木）午前７時３０分より、小山市

羽川交差点にて首記街頭啓蒙活動が実施されまし

た。本活動は、小山市が主催し小山警察署や小山

地区交通安全協会その他の団体が協賛しているも

ので、市内１２箇所において同時に開催されてい

ます。今回小山支部からは１０名の会員が参加し

ました。コロナ感染対策として、プラカードの掲

示のみでの活動となっておりますが、当会からも

継続的に参加協力しております。交通事故のない

世の中実現に向けて引き続き協力して参ります。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田邉幸樹）

【宇都宮】

フェフェフェフェフェフェスタスタスタタスタタスタタスタタタｍｍｙｍｙｍｙｍｙｍｙ宇都宇都宇都宇宇都宇都宇都宇都宇都宇宇都宮２宮２宮２宮２２宮２宮２宮宮 ０２０２０２０２０２２２２０２０２３３３３３３３３フェスタｍｙ宇都宮２０２３

【小　山】

春の春のの春の春のの交通交通交通通交通交通交通安全安全安全全安全安全安全安全安全安全安安全安全安 市民市民市民市民民民民市民市民市民民総ぐ総ぐ総ぐ総ぐ総ぐぐ総ぐ総総総 るみるみるみるみるみるみるみるみるるみみ運動運動運動運動運動動運動運動動運運動運動運運運運春の交通安全市民総ぐるみ運動
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　５月１１日（木）午後２時より、足利フラワー

パークプラザ１０２号室において、令和５年度足

利支部定期総会が開催されました。

　足利支部の全会員数７７名、実際に出席をした

会員は１４名、委任状出席の会員が３５名で合計

４９名ということになり、無事に開催することが

できました。

　吉沢副支部長の開会の言葉に始まり、相山支部

長の挨拶の後、長竹副会長よりご祝辞を賜り、新

入会員の紹介がありました。議案審議では、令和

４年度事業報告及び収支決算の報告、令和５年度

事業計画及び予算案、役員の改選について審議さ

れ、承認されました。　

　新入会員の方も２名出席していただきましたの

で、閉会後、足利支部の役員の方々と名刺交換な

ど交流を深めていただけたようでした。

今後の新役員及び新入会員の方々のご活躍に期待

致します。　

　　　　　　　　　　　　（支局長　本間美帆）

【足　利】

足利足利足利利足利足利足利支部支部支部部支部支部支部支部支部支部部支部支 定定期定期定期定期期定期定期定期期総会総会総会総会総会会総会総総総総 開催開催開催開催開催開催開催開開催足利支部定期総会開催

　５月１１日（木）午後４時半より、令和５年度

那須支部定期総会が本人出席１７名、委任状出席

４２名、合計５９名（全支部会員７８名）を得て

開催されました。

　加藤宏一会員を議長に選任後、「令和４年度事

業報告・収支決算」「令和５年度事業計画・収支

予算（案）」「令和５年度役員改選」について審

議され、いずれも賛成多数で承認されました。

　新型コロナウィルスが、５類感染症移行により、

令和５年度事業は、この間得られたノウハウを基

に新型コロナウィルス以前の活動を推進すること

につき、合意が得られました。新たに役員会の回

数を増やすことで、役員会の活性化、事業の活性

化を図ることについても合意が得られました。

本年度は、農業委員の改選についても協議が及び

活発な意見が交わされました。

　那須支部は、会員数が横ばいという状態です。

事業の活性化は、新役員に課せられた大きな課題

です。今後の取組におおいに期待するものです。

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）

　５月１２日（金）１１時より昼食会も交え、コ

ロナ禍の一部収束を鑑み、佐野支部定期総会を３

年振りとなる対面での開催をいたしました。支部

総数６４名の内、総会の本人出席２０名、委任状

３６名の計５６名になりました。

　議案の内容は令和４年度事業経過報告、同決算

報告、令和５年度事業計画、同予算、役員改選に

ついてになります。慎重に審議を行いました結果、

報告及び案は全て可決承認がなされました。

【那　須】

那須那須那須須那須那須那須支部支部支部部支部支部支部支部支部部支部支部支 定定期定期定期定期期定期定期期定期期総会総会総会総会総会会総会総総総 開催開催開催開催開催開催開開催開催那須支部定期総会開催

【佐　野】

佐野佐野佐野野佐野佐野佐野支部支部支部部支部支部支部支部支部支部部部支部支 定定期定期定期定期期定期定期定期期総会総会総会総会総会会総会総会総総総 開催開催開催開催開催開催開催開催開催開開佐野支部定期総会開催

＜令和５年度・令和６年度 支部長一覧＞

宇都宮支部 伊澤 恵子 会員

足 利支部 相山 有美 会員

佐 野支部 河田 力 会員

栃 木支部 石塚 悦夫 会員

小 山支部 山根 輝雄 会員

芳 賀支部 栁 知明 会員

塩 那支部 岡村 浩雅 会員

那 須支部 室賀 芳明 会員

日 光支部 富久田民一 会員

鹿 沼支部 小太刀庸恭 会員
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　今年度は、来賓の佐野市長である金子裕氏、現

職大臣の茂木敏充氏の秘書中島氏にお越しいただ

き、濃密な懇談もさせていただくことができまし

た。

　特に、佐野市では７月より健康とシニアに関す

る２つの条例の施行について、行政書士に対して

国と市と共に取り組んでいただきたいと佐野市長

からお言葉をいただきました。出席者全員の士気

を高められたと感じます。

　行政書士側も、佐野市に対して民生委員と連携

することに協力していただきたい等、他の要望も

出させていただいたりと、対面ならではの活発な

意見交換をさせていただくことができました。こ

れらを実現していくことが、地域社会ひいては国

家の利益につながっていく予感がしております。

　最後に、今年度も佐野支部では無料相談会の開

催など様々な事業に計画する予定でおります。佐

野支部役員以外の会員のみなさまにもぜひ積極的

にご参加いただき、佐野支部を盛り立てていただ

けますと幸いです。

　　　　　　　　　　　（佐野支部　坂上隆之）

　５月１３日（土）午後４時よりホテルニューイ

タヤにて、令和５年度宇都宮支部定期総会が開催

され、今年度は多くの支部会員が参加されました。

　議案審議に先立

ち、支部長あいさ

つ、来賓の福田富

一知事より御祝辞

をいただき、新入

会員の紹介が行わ

れました。

　続いて、議事に入り令和４年度事業報告・決算、

令和５年度事業計画・予算及び役員改選について

審議承認されました。

　総会後には懇親会が開催され、栃木県行政書士

会安野会長より御祝辞をいただき、会員同士が情

報交換を行うなど大変有意義な時間となりました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

【宇都宮】

宇都宇都宇都宇都宇都宇都宮支宮支支宮支宮支宮支宮支宮支宮支支宮宮 部部部部定部定部定部定部部定部部定定定定期総期総期総期総期総期総期期総期総会開会開会開会開会開会会会会開開催催催催催催催宇都宮支部定期総会開催

４～５月の２ヶ月にわたって実施しましたアンケートにつきまして、皆様ご協力ありがとうござい

ました。アンケートへの回答は、１６％ほどでありましたが、皆様の貴重なご意見をいただけました。

概括すると、回答したほとんどの会員がデジタル化に賛成でした。仕事もプライベートも、今やデジ

タル機器なしに成り立たないでしょう。メールや、ホームページで情報を受け取ることが日常化して

います。アンケートでも、７割以上の会員が、「行政書士とちぎ」をデジタルだけで受け取ることに賛

成という結果でした。また、会員向けだけではなく、市民向けの広報に力を入れるべき、と言う意見に

も、方法に検討の余地はありますが、広報を行うことについては反対はありませんでした。方法につい

ては、広報誌を発行することに、８割が賛成でした。そのほかの意見として、ツイッターやＳＮＳに力

を入れた方が良い、市役所で戸籍や住民票などを取得するときに使用する、封筒に広告を出すなど、な

るほどと思うものでした。この結果を、次期広報部に引き継ぎ、デジタル化を目指す際の参考にして欲

しいものです。
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     ■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続24回シリーズ 第２１回目 ≫                         
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４月２５日のデジタル入門研修会は、情報セキ

ュリティについて行いました。

参加者に聞いたところ、全員がパソコンにセキ

ュリティソフトを導入していました。さらに、定

期的にセキュリティソフトを更新しているかにつ

いては、必ずしもそうではない会員が多いことが

気になりました。

今回は、使用されてはいるが、理解が進まない

セキュリティソフトについて、研修会の内容を含

め紹介したいと思います。

研研修会で伝えたかった事事 

・脅威には、パソコンなどがウィルスに感染する

より、ユーザを騙す詐欺、不正のほうがはるか

に多いこと

・セキュリティソフト（アンチウィルスソフト）

を入れただけでは、脅威に対する対策には不十

分であること

・セキュリティ対策には、セキュリティに関する

知識を身に着け、セキュリティ意識を向上させ

ること

の３点が、研修会で伝えたかったことになりま

す。セキュリティ意識の向上こそが最も重要なセ

キュリティ対策であるということです。

“ウィルスに感染した”という感染を装う警告は、

巧妙です。容易に閉じない画面、ひっきりなしの

警告音、時限表示するサポートアラーム、利用者

のパニックを引き起こすには十分です。これらは

全て偽装で、実際にパソコンなどがウィルスに感

染していることは稀です。

対処方法は、“アプリを終了する”です。落ち着

いてできるように、操作方法を理解しておく必要

があります。

偽装したメールで個人情報を狙うフィッシン

グメールも、巧妙です。

私たちのメールアドレスは、いろいろな方法で

攻撃者の手に渡ります。残念ながら止むことはあ

りません。

対策は、メールソフトの「迷惑メールフィルタ

ー」を有効にすること、受け取ったメールに違和

デジタルシフト推進委員会

感を感じたら、別の方法で確認することをお勧め

します。

また、銀行やカード会社、アマゾン等は、個人

情報を確認することがないことも覚えておいてよ

いかと思います。アマゾンからの正式なメールは、

アマゾンサイトから発信を確認できます。

ママイクロソフトディフェンダー 

パソコンを、量販店などで買うとウィルス対策

ソフトを進められるままに購入された方もいると

思います。研修会に出席された受講者の一定数が

そうでした。

個人的には、市販のウィルス対策ソフトより、

ウィンドウズ標準のセキュリティソフト「マイク

ロソフトディフェンダー」を利用することをお勧

めします。その理由は、

１．無料で利用できる。更新費用も不要

２．セキュリティレベルが高い

３．パソコンに無用な負荷をかけない

４．インストールが不要で更新も自動でできる

５．各種の機能がある

マイクロソフト社は、セキュリティ分野に積極

的に取り組んでいます。マイクロソフトディフェ

ンダーはその一環として、ウィンドウズユーザー

のセキュリティ対策を強化するために提供されて

います。

マイクロソフトディフェンダーの設定方法は、

会員専用サイトに動画を掲載しています。是非ご

覧ください。

マイクロソフトディフェンダーの設定方法につ

いては、設定動画を会員サイトからアクセスでき

るようにしてあります。そちらを参考にしてくだ

さい。

デジタルシフト推進委員会では、令和５年度も

会員のデジタルスキルアップを図るための研修会

を予定しています。

また会員専用サイトには、紹介したアプリやツ

ールの紹介動画も掲載しています。こちらもぜひ

ご利用ください。

（デジタルシフト推進委員会 室賀芳明）

第９回 ウィンドウズ標準「マイクロソフトディフェンダー」
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日 予  定 時 間 主 催

5 水 市民相談会(於:足利市役所１階市民相談室） 13:00～16:00 足利支部

10 月 広報部会 13:00～ 広報部

行政書士無料相談

（於:宇都宮市役所２階市民相談コーナー）

10:00～15:00 宇都宮支部

11 火 登録説明会 10:00～11:00 総務部

12 水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 10:00～12:00 国際部

申請取次新規受付 13:30～16:30 申取管理委員会

外国人在留資格無料相談

(於:足利市生涯学習センター２階マナヴィの部屋）

13:00～16:00 足利支部

19 水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 10:00～12:00 国際部

行政書士専門相談（於:小山市役所新庁舎２階相談室）

（予約問い合わせ:小山市生活安心課 0285-22-9282）

10:00～12:00 小山支部

20 木 封印報告書確認 13:30～15:00 封印管理委員会

21 金 行政書士無料相談（於:栃木市役所本庁舎２階市民相談室） 14:00～16:00 栃木支部

23 日 市民プラザ無料相談会

（於:うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ)

13:00～16:00 宇都宮支部

26 水 行政書士専門相談（於:小山市役所新庁舎２階相談室）

（予約問い合わせ:小山市生活安心課 0285-22-9282）

10:00～12:00 小山支部

行政書士専門相談

（於:野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室）

（予約問い合わせ:野木町社会福祉協議会 0280-57-3100）

10:00～12:00 小山支部

行政書士無料相談（於:壬生町役場１階１０２会議室）

（予約問い合わせ:壬生町生活環境課くらし安心係

0282-81-1826）

14:00～16:00 栃木支部

27 木 日行連・一般倫理研修会（於：栃木県教育会館 小ホール） 13:30～16:30 総務部

行政書士専門相談

（於:下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」会議室）

（予約問い合わせ:下野市市民協働推進課 0285-32-8887 ）

10:00～12:00 小山支部

栃木県行政書士会カレンダー（７月）
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栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（５月）　　　　　　　　　０名

更新申出（５月）　　　　　　　　　２名

有効期限切れによる減少（５月）　　１名

申請取次行政書士（５月末現在）１５８名

★申出の必要書類・費用等、詳細は「会のホームページ－【会員専用】ページ－各種申請様式

　－申請取次行政書士―申請取次行政書士の手続き（説明）」をご確認ください。

※更新の書類締切は毎月１５日です。

（更新手続きは有効期限の２ヶ月半前から受付開始します。有効期限月のお手続きの場合、期限

内に新たな証明書が届かないことがありますので、期限に余裕を持ってお手続きください。）

※新規申出（失効し、再取得される方も新規扱いです）は面談の上、受け付けますので予約制と

　なります。（予約先：０２８－６３５－１４１１）

　次回の予約締切日：６月３０日（金）　受付日：７月１２日（水）時間は予約時に案内します。

※令和５年度の日行連の申請取次関係研修会の日程表が公表されました。申出に関する特例措置

　等については、日行連ＨＰ会員向けサイト「連con」に掲載されております。

　更新を希望される方の直近の行政書士申請取次実務研修会は８月（ＶＯＤ方式）です。

詳細は、日行連ＨＰの「お知らせ」欄をご覧ください。

申込受付期間：令和５年６月２８日（水）９時～令和５年７月４日（火）１７時（厳守）

（上記受付期間内であっても、定員に達した場合は受付が締め切られます。）

日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必要な方

は事務局までご一報ください（要実費）。

日行連№ 受信日付 文書の表題

119 R5.5.12 令和５年春の黄綬褒章受章者のお知らせ

130 R5.5.12 令和５年春の叙勲受章者のお知らせ

173 R5.5.12 相談対応マニュアルの一部差し替えについて

200 R5.5.12 被害回復給付金支給手続きへの協力について

219 R5.5.19 エコアクション２１審査員試験の募集開始について

237 R5.5.19 施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令等について

238 R5.5.19

「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判

断の基準となるべき事項を定める省令等の補足説明及び運用について」の一部改正に

ついて

266 R5.5.31 定款認証に係る実質的支配者申告書の様式変更について（周知）

日行連だより
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おじゃましま～す！おじゃましま～す！会員事務所訪問コーナ会員事務所訪問コーナー

氏　　　名　佐山健太郎

事務所名称　行政書士佐山隆事務所

所　在　地　栃木市旭町１９番１６号

入　会　日　令和４年２月１日

Ｑ　佐山会員は司法書士として活躍されていらっ

しゃいますが、行政書士に登録しようと思ったき

っかけを教えてください

　はい。私は、平成２６年に司法書士試験に合格

して今まで司法書士業務のみを専業で行ってきま

した。実は、同じ年に行政書士試験も合格し、ラ

イセンスだけ取得しておりましたが、忙しさにま

みれタイミングを逃し、ここまで登録を温めてし

まいました。

やはり司法書士の仕事をしていると、行政書士の

方々とも深く関わる場面も多く、知識の幅や人脈

もさらに増やしたいと思い、遅らばせながら登録

させていただきました。

Ｑ　どのような業務をされていますか？

　司法書士業務と行政書士業務の中でも、一番は、

「相続」を主軸に業務を展開しております。相続

開始後の遺産承継業務の他、生前対策にも力を入

れており、遺言、任意後見、信託、生前贈与など、

ご相談者様のお悩みをお聴きして最適な方法を様

々な角度からご提案させていただくようなことを

しております。また、会社関係では、司法書士業

務の商業登記を中心に、企業法務にも力を入れて

おります。

Ｑ　業務をするうえで大切にしていることなどは

ありますか？

　相談者の人が、何に本当に困っているのか、傾

聴することです。私の一番の仕事は、ヒアリング

とコミュニケーションだと考えております。親身

になってお話に耳を傾け、最適な解決策をご提案

して、来た人全員に安心して笑顔で帰っていただ

くことを目標としております。そのために、不安

にさせるような言葉を避け、できるだけ安心でき

る空間作りを心掛けています。また、基本理念と

して、「人との縁」を大切にしたいという想いが

あります。そのため、縁があって自分に関わった

人は、全員幸せになってもらいたいという理想が

あります。ご相談者様はもちろん、チームの仲間、

事務所のスタッフ、その家族や友達も含め、全員

です。しかし、仕事をしていると、いろんな人と

関わり、中には考え方が違う方がいるのも事実で

す。人との付き合い方や、依頼の受任などの判断

に迷うときは、「その人に愛があるか」をよく見

極めて検討するように心掛けております。なので、

自分の損得だけで愛のない人とは、なるべく関わ

らないように気を付けています。

Ｑ　人生の目標、これからの抱負などお聞かせく

ださい。

　基本的に、これからも司法書士業務をメインで

やっていく予定ですが、他士業のいろんな人に出

逢うことで、どんどん新しい仲間を増やしていけ

ればと思ってます。行政書士業務の知識の幅も増

やし、メインの司法書士業務の付加価値を広げて

いければと考えております。直近では、今の事務

所を司法書士法人化し、継続的でより安心できる

事務所を造ることを計画しています。

　お話をうかがうと「安心」「縁」「幸せ」「愛」

などがとても心に残りました。業務を通して、佐

山会員がお客様に提供しているのはこれなんです

ね！！

　実は、趣味や休日の過ごし方、尊敬している方

など、とても素敵なお話をうかがいました。紙面

の関係上、お届けできないのがとても残念です。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）
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支局かわら版
足利公園

　今回は、足利公園をご紹介致します。

　足利市の市街地よりやや西の丘陵地南端に、足

利公園という公園があります。明治１６年４月１

日に開設された足利市内で１番古い公園です。サ

クラやツツジの名所としても有名で、それらの開

花時期になると、多くの方が花見に訪れています。

　公園の駐車場の入口付近には、清和天皇が東国

第一祈願所として貞観１１年（８６９年）に創建

した八雲神社があります。主祭神は須佐之男命

（スサノウノミコト）で、天慶２年（９３９年）

には、下野の押領使（兵を率いて反乱などの鎮定

にあたった、日本古代の軍事官職）藤原秀郷が、

平将門討伐のため、この八雲神社に戦勝祈願し、

将門を討ち取りました。また、森高千里さんのヒ

ット曲「渡良瀬橋」の歌詞にも、この八雲神社が

出てきます。

　公園内の丘陵

には１０基の古

墳が残されてお

り、足利公園古

墳群と呼ばれて

います。足利市

には１３００基

以上の古墳があ

り、栃木県内で最も古墳が作られた地域となって

いますが、その代表的な古墳群としても知られて

います。この古墳群は、今から約１４００年前に

作られたもので、公園を開設する際に、刀や馬具

・耳飾りなどが出土したため古墳調査を行うこと

となり、明治１９年に日本の考古学の創始者の一

人である坪井正五郎氏により、近代日本ではじめ

て古墳の学術調査が行われました。前方後円墳１

基、円墳９基があり、そのうちの１号～３号古墳

の３基が足利市の史跡に指定されています。

　公園の敷地

内南側には、

幕末から明治

にかけて活躍

した文人画家

の田﨑草雲の

作品が所蔵さ

れている草雲

美術館もあります。この草雲美術館は、昭和４８

年（１９６８年）に、医師の鈴木栄太郎氏が私費

を投じて建設されました。田﨑草雲は、パリ万博

美術博覧会やシカゴ世界大博覧会などに出品、入

賞し、初代帝室技芸員の一人として選ばれ、皇居

造営工事の際には杉戸絵（木の板で作られた戸に、

花鳥画や風景画

を描いたもので、

縁回りや廊下な

どに用いられて

いるもの）を描

いています。草

雲美術館入口の

脇には、草雲が

画室や居宅として使っていた白石山房（足利市重

要文化財）が、当時の面影を残したまま保存され

ています。

　足利公園は、親子連れやご近所の方の散歩コー

スとしても親しまれていますが、日光連山、足尾

山地から続く栃木県西部の山地の最南端の丘陵地

にありますので、公園の北側の整備された道を登

った水道山手前の駐車場からは、気軽に足利市内

を一望できる眺めの良い場所もあり、ハイキング

にもちょうど良いところとなっています。

　　　　　　　　　　　　（支局長　本間美帆）

足利支部
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研　修　名

７/２７ 無　料 ７/２４
日行連倫理研修規則に基づく

　一般倫理研修会（集合形式での研修）　

　　

日行連倫理研修規則に基づく一般倫理研修会（集合形式での研修）　 主催総務部

「日本行政」や「行政書士とちぎ」で既に周知を図っているとおり日行連「倫理研修規則」の施

行に伴い一般倫理研修の受講が義務化となります。（３ページ参照）

既に中央研修所の研修サイトで受講を済まされている方もいらっしゃいますが、現在会員の方

は令和６年３月末日までに研修を修了する必要があります。

今回は研修サイトと同じ内容を集合形式により開催します。離席せず３時間の内容をすべて受

講されると修了証が後日交付されますので、まだ修了されていない方はお申し込みください。

○開催日時 令和５年７月２７日（木）１３：３０～１６：３０（受付開始１３：００）

○開催場所 栃木県教育会館 ５階 小ホール（宇都宮市駒生１丁目１番６号）駐車場あり

○研修内容 日行連一般倫理研修（中央研修所研修サイトの内容と同一）

○対 象 者 行政書士

○定 員 １２０名（先着順） ※受講者証を送付します。

○受 講 料 無料

○申込方法 ＦＡＸまたはメール。（本会代表メールアドレスgyosei-totigi@mail.gt9.or.jp）

○締め切り ７月２４日（月）

○当日持参 行政書士証票・受講者証

※途中での入退室、中座の方には修了証の発行は行いません。

※既に研修サイトで修了している方のお申し込みはご遠慮ください。

※令和５年度中に、同じ集合研修を実施する予定ですが、現在のところ日にちは未定です。
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　今年も早いもので２０２３年も６月ですね。
余談ですが、私が一年で一番嫌いな月は６月
です。なぜなら６月には祝日が一日もありま
せん。昔に比べると祝日がかなり増えた現在
でも、未だにありません。特に、５月のGW連
休のあと、次の連休の海の日まで、１０週間
も祝日が無いのは、あまりにも長すぎるでし
ょう。６月に祝日を設定してくれる奇特な方
が早く現れてほしい、と心から切に願う今日
このごろです。
　　　　　　　　　（広報部　小太刀庸恭）

発行人 栃木県行政書士会 会長 安野光宣
〒320- 宇都宮市西一の沢町１番 22 号
0046 電 話 028-635-1411（代）
  ＦＡＸ 028-635-1410

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://gt9.or.jp/
編 集 広報部
印刷所 有限会社 高久印刷

小　山

萩原　康之

329-

0413
0285-35-1626

（令和 5年 5月 31 日現在）

R5.4.18

支　部・名　称 事　務　所 電　　　話 社　　　員設立年月日

【行政書士法人入会】

社員　芝口久雄

社員　冨田和真

佐　野
0283-21-5003佐野市堀米町 602-23

行政書士法人合同事務所

那須塩原市高林 1655-14

那　須

二瓶　　健

325-

0107
0287-73-5278R5.5.1

R5.5.1

行政書士那須の森事務所

鹿沼市上殿町 930-10

鹿　沼

青柳　　孝

322-

0045
0289-64-1157R5.5.1

青柳孝行政書士事務所

宇都宮

戸井田拓郎

321-

0954
090-4739-8633R5.5.15

わっしょい行政書士戸井田拓郎事務所

足利市山川町 44-6

足　利

田沼　武雄

326-

0021
080-3080-4324R5.5.15

田沼武雄行政書士事務所

宇都宮市元今泉 4-5-8

宇都宮

小野　昌宏

321-

0954
090-4370-8890R5.5.15

小野行政書士事務所

行政書士とちぎ №558６月号

下野市駅東 6-5-1

萩原行政書士事務所

宇都宮市元今泉 2-4-12
 モナーク宇都宮 301

支　部 氏　名 変更事項 変　更　内　容

【変　更】

芝口　久雄

冨田　和真

盛岡　孝之

福田　智一

安田　紀子

佐　野

佐　野

小　山

宇都宮

鹿　沼

行政書士法人の社員／行政書士法人合同事務所

行政書士法人の社員／行政書士法人合同事務所

小山市駅南町 4-27-6　恵真ビル 201

宇都宮市西 1-4-27　TAKASHO ビル 3階 B

0289-62-6810

属性／名称

属性／名称

所在地

所在地

電話番号




